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教 育 委 員 会 会 議 録 要 旨（令和 2 年第 9 回） 

定 例 会 
日 時 令和 2年 5月 20 日(水） 午後 2時 00 分 

場 所 明 石 市 役 所 南 会 議 室 1 階 1 0 3会議室 

出 席 者 

委 員 

清 重 隆 信     教 育 長 

伊 賀 文 計    委  員 

栗 岡 誠 司    委  員 

川 本 まり子    委  員 

柏 木 輝 恵    委  員 

事 務 局 

北條局長 

村田次長（管理担当） 

福本次長（指導担当） 

市川次長（給食担当）兼学校給食課長 

廣岡次長（情報担当）兼情報化担当課長 

寺田総務課長 

今村学校管理課長 

金井学校教育課長 

森本児童生徒支援課長 

池田青少年教育課長 

山下中学校給食担当課長 

秋末明石こどもセンター副所長兼こども支援課長 

名村本のまち推進室課長 

山本こども育成室運営担当課長 

野々村こども育成室施設担当課長 

長濵人権推進課人権啓発担当課長 

三ノ浦総務課企画総務係長 
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○次 第 

○報告事項 

1.学校再開に向けた登校可能日の実施について 

 

○その他 

 1.令和2年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の実施について（方

策 1～4ヒアリング） 

 

開催 

（清重教育長） それでは、ただいまから、令和 2年第 9回定例会を開会します。 

本日の署名委員は、柏木委員お願いします。 

それでは、本日の審議を始めます。 

報告事項 1「学校再開に向けた登校可能日の実施について」、説明

をお願いします。 

（福本次長） 報告事項 1「学校再開に向けた登校可能日の実施について」、ご報告

いたします。 

コロナウイルスに関連いたしまして、学校の休業期間が長期化して

まいりました。そこで、学校再開に向けた段階的な登校可能日を設定

してまいりたいと考えております。 

登校可能日の実施対象となりますのは、市立幼稚園、こども園の幼

稚園部分、明石養護学校と市立小中学校、明石商業高等学校としてお

ります。 

目的としましては、5月 31 日までが臨時休業日ということで設定を

しておりますので、6 月 1 日に学校再開を目指すこととし、休業期間

中の児童生徒の心身の健康観察や生活習慣、学習状況を把握し、再開

後の教育活動が円滑に実施できるよう、5月 25 日～29 日の間に、週 2

回の登校可能日を設けます。ただし、登校可能日でございますので、

授業時数には繰り入れないことといたします。 
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市立幼稚園、こども園の幼稚園部分につきましては、週 1回の登校

可能日を設けます。ただし、弁当日の設定はございません。 

6 月 1 日以降につきましては、これから国の動向や県の方向性等も

踏まえながら判断していきますが、6 月 1 日の月曜日から学校再開を

目指す方向で検討を進めてまいりたいと考えております。 

6 月 3 日から給食も開始できればということで調整をしております

が、小学 1年生は、アレルギー対応等のことがございますので、少し

遅らせてと考えております。 

そのような形で、登校可能日を週 2回設定してまいります。 

次に、授業時数等の現状と見通しについてですが、国が定める標準

時数は年間 35 週で、中学 3 年生～小学 4 年生までが 1,015 時間、小

学 3年生が 980 時間、小学 2年生が 910 時間、小学 1年生が 850 時間

となっております。 

6 月 1 日から通常通りに学校が再開できたと仮定しますと、明石市

の場合、学校登校予定日の7週程度の機会を失ったことになりますが、

夏休みを短縮することで、明石市の授業可能週数は 43.6 週となり、

残り 36 週となってまいります。 

従いまして、あまり余裕はないのですが、国の定める授業時数より

一週程度上回ることが可能となります。 

今後、臨時休業を行わなければならない状況がくるかもしれません

が、できるだけ授業時数を確保する方向で考えながらやってまいりま

して、少しでも子ども達の学びの機会をキープしておく方向で取り組

んでまいります。 

ただ、行事は制限いたしますが、節目の行事は子ども達の心身の成

長の発達において大切なものであり、一律に無くしてしまえばよいと
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は考えておりません。準備の時間等の制限はしてまいりますが、基本、

節目の行事は実施するような方向で考えていきたいと思っておりま

す。 

最後に、来週からの登校可能日の方法について報告させていただき

ます。 

週 2回の登校を予定しており、中学校の例では、中 1だけの日や、

中 2と中 3だけの日もあります。これはあくまでも一例でございまし

て、当面、午前中のみの登校を予定しております。 

小学校の例ですが、小 1は、やはり多くのお兄さん、お姉さんと一

緒に登校したほうが良いと思いますので、高学年と一緒の登校日で、

地区等も考慮しながら安心いただくような形でと考えております。 

報告は以上になります。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありませんか。 

（伊賀委員）  長期の休みがあったので、学力差がついているのではないかと危惧

しております。学校として、そのあたりをしっかり検討していただき

たいと思います。 

（福本次長）  学力差につきましては、気にしているところでございます。 

 子ども達には、休業の間、多くの課題を配付してまいりました。 

 そこで、困ったことや分からないことを、登校日に質問ができる形

を取っております。また、授業が本格的に始まっても、入学式を除く

と一日も登校していない子ども達でございますので、慌てず、丁寧に

順を追って指導をしてまいりたいと考えております。 

（栗岡委員）  6 月 3 日から給食も含めてスタートする予定ですが、今までやって

いた通常の状態の授業と考えてよろしいでしょうか。 

（福本次長）  6 月 3 日からは、ほぼ通常なのですが、学年によっては、給食のあ
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との 5、6時間目をするかどうかは検討してまいります。 

（栗岡委員）  ということは、6 月 3 日から通常の授業が始まるとして、授業の内

容は、4月初めの部分から始まると考えてよろしいのでしょうか。 

 それとも、休業中の課題の部分は済んだと考えるのでしょうか。 

（福本次長）  授業が始まるまでに、子ども達の進捗状況等を確認のうえ、必要な

内容につきましては、再びやり直すことも考えております。 

先ほども申し上げましたとおり、国が定める標準時数が 35 週のと

ころ、明石市は 36 週ありますので、そのような形で進めたとしても、

最後まで到達できる予定でございますので、慌てずにしっかりとやっ

てまいりたいと考えております。 

（栗岡委員）  分散登校は一週間だけで、ほとんど無い状態から通常に戻るわけで

すが、健康状態のチェックやマスクをするというようなことの管理

は、どうなっているのでしょうか。 

 また、体育の授業が気になります。非常に暑くなって、熱中症にな

るリスクがあるので、そういったところの指導についてお伺いできま

すでしょうか。 

（福本次長）  まず、体育の授業について、文部科学省の Q&A にも示されておりま

すが、体育や音楽、家庭科の調理実習につきましては、特段の配慮が

必要ということで、学校には、例えば、体育につきましては、密接に

混み合うような授業はしない、音楽につきましても、狭い部屋で多く

の人数で合唱するということがないよう指導しております。 

 また、健康チェックにつきましては、3 月くらいから各ご家庭にご

協力いただき、毎日検温をしていただいております。それをカードに

記入いただき、状況に変化があればチェックを入れていただいており

ます。仮に、検温ができていなければ、学校で検温をできる態勢にし
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ており、そこは教職員も同じです。 

そういったことを引き続き、厳重にやってまいりたいと思っており

ます。 

（柏木委員）  学校を再開するにあたって、他市ではクラスの人数を半分に分け

て、密にならないような配慮をしておりますが、そういったことを考

えておられるのでしょうか。 

（福本次長）  登校可能日につきましては、そういった形を取っておりますが、通

常登校になりますと、小規模校では可能ですが、物理的に難しい学校

もございますので、そのあたりにつきましては、日常の感染予防対策

をしっかりと徹底していく中で、子ども達の様子をしっかり見ながら

対応してまいりたいと考えております。 

（柏木委員）  子ども達はプリントばかりが課題で出ており、小学校の低学年の子

どもの中には、勉強そのものが嫌になっているという子もいるよう

で、そういったことが課題だと感じております。 

授業時間数を確保することや、単元も大切なのですが、勉強の楽し

さや新しい担任の先生と信頼関係を築けていない中、休みになってい

るということもございますので、再開した時には、そういった先生方

との信頼関係をまず築くというところに留意いただけると良いと思

います。 

 また、進捗状況というのは、家庭によっては、保護者が仕事に出て

いて子どもだけで家に居て、まったく課題ができていない例もあると

聞きます。ですので、授業を進めていくということよりも、丁寧に、

楽しいと思えるような授業づくりを心掛けていただければと思いま

す。 

（福本次長）  まず、1 年生を含めて一度しか学校に登校したことがない児童、生
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徒ですので、学級の中で、担任教師やクラスで学ぶ仲間といった人間

関係の構築といったことは、今後の子ども達の成長にとって大切なこ

とだと考えております。 

いわゆる教科の学習も大事なのですが、そうした人間関係を大切に

考えております。 

 学習の遅れや、学習疲れの子どもも多くいるということも危惧され

るところですので、学びの楽しさや、いろいろな形で学ぶことができ

るということを、学校としては丁寧に取り扱っていきたいと思ってお

ります。 

（川本委員）  学校が始まり、給食まで始めていただけるということで、本当に良

かったと感じております。普通の学校生活が早くに始められるという

ことは、とても良いことだと思います。 

 ただ、学習習慣が十分ではないので、そういうところを気にしてみ

ていただきたいと思います。 

現在、非常勤の先生や部活の外部指導員の方は、どうなっておりま

すでしょうか。 

（金井課長）  非常勤講師、今年度は会計年度任用職員となるのですが、休業中で

はありますが、自分達の仕事の範囲で勤務していただいております。

（伊賀委員）  夏休みが短くなって、先生方の働き方改革が逆戻りしないか心配し

ております。 

（金井課長）  臨時休業中も、教職員は休みだったわけではございませんが、いろ

いろな行事が通常どおりできない状況でございます。そのあたりを工

夫していただかないといけないのですが、今年度も夏季休業中の閉庁

日は実施したいと考えております。 

（栗岡委員）  この 4月、5月は、多くが在宅勤務だと思います。 
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 よく、長期休業中の場合は、研修があれば研修報告があると思いま

すが、在宅勤務に関しては、どういった在宅勤務状況であったかとい

うような報告はあるのでしょうか。 

（金井課長）  確かに県費負担教職員については、在宅勤務が可能になりました。

約 7割程度ということが県教委から言われておりましたが、必ず朝

の開始時と終了時に、管理職に報告をしなければなりません。 

委員のご指摘は、職専免研修のことだと思いますが、勤務内容の報

告書につきましては、同様に、学校長に提出するようになっておりま

すし、成果物も出すような状況にはなっております。 

（川本委員）  2 次感染、3 次感染といったことが言われておりますが、各家庭の

ICT 環境について調査されておりますでしょうか。 

（金井課長）  今回、郵便システムを活用した学習課題の配付を 2回予定しており

ます。1回目は、5月 13 日～15 日の間に、学校からご家庭へ発送され

ております。その中に、簡易ではありますが、Wi-Fi 機能の環境があ

るかといった調査を同封しており、学校へ返送するときに入れていた

だいて、それを集計したものがこちらに届く予定になっております。

（栗岡委員）  それに関連して、今というわけではないのですが、Wi-Fi 環境が、

教育の質を左右する可能性が高くなっていくと思いますし、自宅での

教育の質の差が、経済力とリンクして出てくるような気がします。 

できれば何らかの形で、支援できるような施策ができればよいと思

います。 

（柏木委員）  Wi-Fi 環境のアンケート結果については、取りまとめて、今後、活

用していただければと思います。 

 郵便の件ですが、当初、2 回の予定が 1 回しか実施できていないと

いう状況ですが、追加で申請した予算が余ってくるのではないかと思



 

 9

います。それは、どういった扱いになるのか教えてください。 

（寺田課長）  今回は、5 月の補正予算で郵便料金と封筒の制作代、課題等の用紙

代ということで、2,300 万円を要求しております。 

 封筒と消耗品費につきましては、ほぼ予算を消化する予定になって

おりますが、郵便料金につきましては、実際に差し出した通数に応じ

てとなりますので、各学校によって差はありますが、2 回目の郵便料

金が余ってくることになります。 

 これにつきましては、料金後納になっておりまして、教育委員会で

支払う形になっております。 

 料金後納郵便につきましては、「○月○日まで有効」との記載があ

るのですが、この度は、来年の 5月まで有効となっておりますので、

今回の郵便内容以外であっても、何かご活用できることがあれば、予

算の枠内にはなりますが、ご活用いただければと思っております。 

（川本委員）  よく、入口や出口と言いますが、今後、学校を閉める、開けるを判

断する基準はどうするのでしょうか。 

（清重教育長）  明確な基準はないのですが、一つは政府の緊急事態宣言や、市中の

感染状況といったあたりが基準になってくると思います。 

 あと、4 月上旬の例で言えば、保護者の方々のご不安の程度も加味

していかなければいけないと思います。 

 ただ、政府の会見にもありましたが、これからは、ある程度ウイル

スと共存していく必要が出てきますし、一部、9 月入学の議論もあり

ますが、学校園を継続していく必要があると思います。 

 明確に、今後の状況が見えませんが、勉強でいえば、年間授業時数

も何とかなりますので、そういった意味では、あまり焦らずに状況を

見ながら考えていかなければいけないと思います。 
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（川本委員）  こどもセンターの状況を教えてください。 

（秋末副所長）  学校が休校になり、ご家庭でお子さんと過ごす時間が増えること

で、虐待等増えるのではないかと思っていたのですが、3 月、4 月の

状況をみると通報は減少しております。それにつきましては、学校が

休みのため見守りがなくなったことで、潜在的な虐待のケースがある

のではないかと危惧しております。 

 あと、休みが長くなってきて、子どもの前での面前 DV といった心

理的虐待等で、警察からの通報が増えている傾向があると感じます。

（清重教育長）  それでは、「令和 2年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点

検及び評価」を始めます。 

本日は「第 2 期 あかし教育プラン」に定めた 9 つの基本的な方策

のうち、方策 1～4について、「令和元年度アクションプランに基づく

点検・評価シート」に沿って点検・評価を行います。 

点検・評価の方法としましては、基本的な方策ごとに、各所管課の

取組についての自己評価を事務局より説明いただいた後、教育委員の

皆さまから事務局へヒアリングを行い、評価と今後の方向性について

意見をまとめていきます。 

なお、学識経験者としまして、兵庫県立大学教授の尾﨑先生と滋賀

大学大学院教授の大野先生の2名を昨年度に引き続き選任しておりま

すが、新型コロナウイルス感染症対策としまして、各大学の考え方を

踏まえ、ヒアリングへの出席は見送ることとなりました。 

お二人には、ヒアリング結果を基に、最終の点検評価報告書に掲載

する総評のみ作成いただきます。 

それでは、基本的な方策 1「確かな学力の育成」について、所管課

評価の説明をお願いします。 
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（寺田課長） 基本的な方策 1「確かな学力の育成」に対する所管課評価につきま

して、主な内容をご報告させていただきます。 

まず、学校教育課についてでございますが、「子どもたちの学習意

欲及び基礎学力の向上を図るため、学習教室を開催するとともに、小

中一貫教育と就学前施設、小・中・特別支援学校の校種を超えた連携

に取り組みました。また、「全国学力・学習状況調査」の結果から、

本市の子どもたちの学力状況を分析し、より効果的な指導方法を検討

しました。特に、基礎基本の定着を図るための繰り返し学習の時間を

確保しました。 

わくわく地域未来塾、数学・英語応援団につきましては、基礎基本

の定着を目指し、引き続き取組を継続します。 

今後も、人材確保などの課題はありますが、引き続き、教員 OB や

地域の協力を得ながら、地域ぐるみで子どもたちの発達段階に応じた

成長を支えていけるよう取組を進めていきます。また、小中一貫教育

については、モデル校区の検証等を参考に、目指す子ども像の統一や

相互参観等に取り組み、子どもたちの学力向上を一層図ります。」と

なっております。 

次に、青少年教育課ですが、「わくわく地域未来塾については、全

28 小学校区で開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止によ

り 2月末以降を中止しましたが、おおむね予定どおり実施しました。

今後も全小学校区での開催を継続します。 

今後につきましては、引き続き学校教育課と連携し、教員 OB や地

域の協力を得ながら、学習意欲及び学力の向上に取り組んでいきま

す。」となっております。 

最後に、こども育成室ですが、「就学前教育と小学校教育の接続を
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スムーズに図るため、5 歳児後半から就学までをイメージした「アプ

ローチカリキュラム」のモデル案を平成 30 年度に作成しましたが、

スムーズな接続のための活きたカリキュラムとなるよう、小学校へ周

知しました。 

続きまして、「幼保体験研修」は、幼稚園と保育所双方の職員が互

いの教育・保育現場での実習を通して、教育・保育の実践方法につい

て学び合う機会となっています。 

中学校区を基本単位とした市立幼稚園グループ研究会では、近隣の

公立保育所職員も参加し、研鑽を深めています。 

また、3 年計画で全園 3 歳児保育の研究保育を実施し、講師より具

体的な指導を受けながら、3 歳児の発達を踏まえた保育の在り方を研

究しています。 

さらに、令和元年度からすべての幼稚園で 3歳児保育が実施された

ことに伴い、各園で 3歳児のカリキュラムの検証をすすめ、必要に応

じて内容を変更し、園の特色を反映したカリキュラムの策定を進めて

います。」となっております。 

各所管課の評価は以上です。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） それでは、基本的な方策１「確かな学力の育成」に対する所管課評

価を受けて、何か質問や意見はありませんか。 

特に質問等がない場合、方策の目的を満たすために今後取り組んで

いくべき方向性について、意見を述べていただいても構いません。 

（伊賀委員） わくわく地域未来塾について、学習内容が量、質ともにぐんと難し

くなる小学 3年生を対象にとありますが、他学年の参加は可能でしょ

うか。 

（池田課長） わくわく地域未来塾になる以前は、わくわく土曜塾というものでし
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て、小学 3年生あたりから、授業の理解がしにくいといった子どもが

増えてくるといった観点から、小学 3年生を対象としてこの塾が始ま

り、現在に至ります。 

おっしゃるとおり、他学年につきましても、学力遅れの子どもを支

援していくことも考えていきたいと思っております。 

（栗岡委員） わくわく地域未来塾ですが、学校教育課、青少年教育課の両方の事

業になるのでしょうか。 

（池田課長） 基本的に、わくわく地域未来塾の運営につきましては、青少年教育

課でやっております。 

学習支援員の方につきましては、地域の方もさることながら、教員

OB の方にもお願いしているところでございますので、そういった方を

ご紹介いただけるということで、学校教育課にご協力いただいており

ます。 

（栗岡委員） 基本的な方策が 1～9まであって、学力的な側面は、方策 1と方策 6

なのかなと思います。 

 よく言われる「学力の三要素」については、方策 1の「確かな学力

の育成」が一番管轄になると思うのですが、そういった言葉が出てこ

ないことが気になります。 

あと、学校教育課について、学力の一番の育成は授業だと思います

が、その部分についての記述が少ないと感じます。 

（金井課長） おっしゃるとおり、確かな学力の部分で授業がメインになってくる

と思っており、授業を組み立てるのは教職員であると思っておりま

す。子ども達の学力を向上させるために、授業のどこを一番に市とし

てやっていくかということがあり、めあて、振り返りを続けていると

ころであります。授業におきましても、当初、なかなかめあて等を書
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いていない教師も多くいたのですが、めあてをはっきり書くことによ

って、子ども達が見通しを持ち、振り返ることによって、成果は上が

っているのではないかと思っております。 

また、書くこと、話すことも進めております。 

（栗岡委員） アクションプランがありますので、なかなか入れにくい部分がある

のかもしれませんが、大学入試でも「学力の三要素」を評価しようと

いう時代ですので、是非、何らかの形でそういったものを報告書に活

かすか、現場の中でしっかりやっていただくといったことがほしいと

感じます。 

（川本委員） 昨年度から、すべての幼稚園で 3歳児保育が始まりましたが、現時

点で何か課題があればお伺いできますでしょうか。 

（山本課長） 3 歳児保育がすべての園で始まりました。課題につきましては、大

半の幼稚園教諭が 3歳児保育に携わってきておりませんので、そうい

った中で、3 歳児保育をどういう形でやっていくのかといったことを

組み立てているところでございます。 

3 歳児保育の研修を全園で実施しており、その中で講師の先生が特

におっしゃることは、子どものやりたいことを制限させてしまうと言

いますか、ある程度、やりたいことをもっとさせてあげてくださいと

いうことは良く言われます。 

ですので、まとめようとしない、3 歳児に必要な保育は、しっかり

とやっていくということが課題と言いますか、それぞれの先生方に徹

底していっております。 

（川本委員） 子どもと先生方の配置は、どれぐらいの割合になっておりますでし

ょうか。 

（山本課長） 大半の園は、20 人の園に対して 1名の教員がおりますが、5～10 園
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ほどで、30 人の子どもに対して 2名の園がございます。 

（柏木委員） ICT 機器の活用が注目されているところだと思いますが、体育の授

業で活用しているとありますが、具体的にどんな感じで活用されてい

るのか教えてください。 

（金井課長） いろいろな使い方があるのですが、例を挙げると、画面を見ながら

フォームの点検をするといった活用もございます。そういった、視覚

で自分の姿が見られるということが一番大きな経験じゃないかなと

思います。 

（栗岡委員） ここで言うべきことではないのかもしれませんが、令和 2年度末の

目標値と、令和元年末の現状値、目標値を見ると、令和元年度よりも

令和 2年度の方が下回っていることがあります。 

例えば、令和元年の現状値が 81%で、令和 2 年の目標値が 80%とな

っており、目標を達している形になります。 

令和元年度にできていれば、普通は少し上に上がるのではないかと

思うのですが、いかがでしょうか。 

（清重教育長） ものによっては、これまでの点検・評価を受け、再設定したものも

ございます。 

ご指摘の部分につきましては、昨年度途中の段階では、まだ目標値

に達していない想定の指標が、令和元年度末にふたを開けてみると目

標値を上回っていたため、結果的に見直しが必要になっている状況で

す。 

それでは、続いて基本的な方策 2「豊かな心の育成」について、所

管課評価の説明をお願いします。 

（寺田課長） それでは、続きまして、基本的な方策 2「豊かな心の育成」に対す

る所管課評価につきまして、主な内容をご報告させていただきます。



 

 16

まず、学校教育課についてでございますが、「人権教育・道徳教育

のさらなる推進を図るため、研究指定校の実践を中心に各校の全体計

画及び年間指導計画の整備を行いました。また、「特別の教科 道徳」

導入に対応した研修会や研究会を通して、授業実践や教材研究につい

ての取組を中心に進めました。 

中学校 2 年生の「地域に学ぶ『トライやる・ウィーク』」では、活

動の意義を再確認するとともに、事後の展示会を多くの市民に活動内

容を知ってもらうことを目的に、あかし市民広場で開催しました。 

読書活動については、研究指定校の実践やビブリオバトルの取組を

市内に広げるため、あかし市民図書館とも連携し学習に活用するな

ど、子どもが本に親しみ、意欲をもって読書する活動を計画していき

ます。これらを通じて、小中学校の図書室における年間貸出冊数を増

やしていきます。」となっております。 

次に、青少年教育課ですが、「学校司書の配置校を全小・中学校 41

校に拡大し、学校図書館の運営業務、授業において図書を活用できる

ための支援、学校図書館の本を学級へ貸し出す取組などを行いまし

た。 

また、すべての中学校においてビブリオバトルを実施し、読書意欲

や読書を通じた表現力・理解力などを向上する取組も行いました。 

さらに、「子どもに伝えたい『本』感動大賞」の実施にあたり、「本

の帯」や「一枚の絵」を募集したところ、過去最高の 4,200 人を超え

る応募がありました。 

この結果、児童生徒の不読率が改善するとともに、「学校図書館に

おける年間貸出冊数」が小・中学校ともに増加しました。 

令和 2年度も引き続き、学校図書館の蔵書内容の充実、運営支援、
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教員などへの研修、イベント等を行い、学校図書館の利用の活性化を

図ります。」となっております。 

次に、本のまち推進室の所管課評価ですが、「絵本と読み聞かせを

プレゼントする「ブックファースト事業」「ブックセカンド事業」を

実施するとともに、絵本に併せて配布するブックリストを刷新しまし

た。 

また、幼稚園教諭や保育士を対象に、子どもと絵本の関わりについ

て学ぶ「あかし保育絵本士養成講座（基礎コース）」の修了者 18 名を

市オリジナルの資格である「あかし保育絵本士」に認定したほか、応

用コースを新たに開設し、修了者 15 名を「あかし保育絵本士（マス

ター）」に認定しました。 

市立図書館では、乳幼児期から学童期までの子どもやその保護者も

本に親しめるイベントを実施しました。また、2 台の移動図書館車に

つきましては、保育園や医療施設を含む市内 78 か所を巡回するとと

もに、イベント等への臨時運行を行いました。さらには、学校園との

連携事業として、図書館見学の受け入れ、学校からの依頼に応じて図

書館が学校に本を配送する団体貸出、授業に活用できる図書のセット

貸出を継続実施したほか、「放課後ブックサークル」を全 28 放課後児

童クラブで実施しています。 

令和 2年度には、すべての人にやさしい「本のまち」づくりを進め

るため、読書バリアフリーに関する環境の整備等を進めていきます。」

となっております。 

次に、こども育成室では、「就学前施設では、学年や季節に応じて

毎日読み聞かせを行いました。「子どもに伝えたい『本』感動大賞」

に応募する機会を通し、今後も絵本に触れる楽しさを広げていきま
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す。」となっております。 

明石こどもセンターでは、「次代の親育成（未来のパパママ事業）」

につきまして、赤ちゃん人形や妊婦体験ジャケット等の貸出を実施し

ました。今後も引き続き、物品の貸出等を含め、生命の尊さや家族の

大切さへの理解が深まるよう取り組んでいきます。」となっておりま

す。 

最後に、人権推進課では、「自治会や子ども会等、地域にある各種

団体を対象に人権研修会を 524 回開催し、総数 17,120 名が参加しま

した。 

令和 2 年度も、市内 13 中学校区に設置している人権教育推進員を

中心に各地区で研修会を計画していきます。」となっております。 

各所管課の評価は以上です。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） それでは、基本的な方策 2「豊かな心の育成」に対する所管課評価

を受けて、何か質問や意見はありませんか。 

（伊賀委員） 「あかし保育絵本士」について、明石市オリジナルの資格だという

ことですが、対象の保育士、幼稚園教諭は市内にどれぐらいいるので

しょうか。 

（名村課長） 保育所等を所管しておりませんので、はっきりした人数を把握して

おりませんが、市内の私立、公立幼稚園等の保育士、幼稚園教諭、全

ての方を対象として実施させていただいております。 

（伊賀委員） もう少し前向きにこの事業を進めていけば、もっと資格者が増える

のではないかと感じました。 

（名村課長） 年 7回の継続した研修というのは、なかなか受講が難しいというこ

ともあるようですので、今後、実施の仕方を見直しながら、より多く

の方に受けていただけるような形を考えていきたいと思います。 
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（栗岡委員） 学校教育課についてですが、「特別の教科 道徳」が導入になり、

教科書もでき、授業もスタートしているわけですが、教科になる以前

と、なってからでは、どんな成果があったのかといったことを入れて

ほしいのですが、いかがでしょうか。 

（金井課長） ご指摘のとおりでございます。 

成果等については、もちろんあったのですが、具体的なことにつき

ましては入れることができておりません。 

ただ、各校において、ねらいや価値について、指導要領のとおり明

確に考えて授業を行っているところではございます。 

以前の道徳から、先生方の考え方自体が大きく変わってきたと思っ

ております。 

（栗岡委員） 先生方の意識変化、もしくは明確な数字でなくても、子ども達の変

容など、成果的な記述があれば、やはり評価としては良い形になるの

ではないかと思います。 

（栗岡委員） 「未来のパパママ事業」について、年間を通じて、貸出 2件という

のは少ないのではないかと思うのですが、当初の想定より少なかった

のか、これくらいと想定されていたのか、もし、少なかったのであれ

ば原因としてどういったことが考えられるのか、といったことを教え

ていただければと思います。 

（秋末副所長） 確かに件数が少なく、昨年の令和元年も貸出が物品 2件、講座の依

頼は 0件でした。 

開催方法としては、学校にこういった事業をやりますといったこと

を周知させていただき、希望があれば行くといった形になっているの

ですが、実績が少ないので、原因を考えたときに、民間でも同じよう

な派遣の事業があったりするからだと思っておりますが、分析してい
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るところでございます。 

（川本委員） 明石こどもセンターで「未来のパパママ事業」をされておりますが、

例えば、乳幼児健診を実施する明石こども健康センターでされるのは

どうでしょうか。 

（秋末副所長） 物品の貸出、講師の派遣も含め、明石こどもセンターの職員が行っ

たり、在宅の助産師や保健師にも講師をお願いしております。 

確かに依頼が少ないですので、もう少し内容の見直しや母子保健分

野等と連携するといったことも考えていくことも必要かと思ってお

ります。 

（清重教育長） それでは、続いて基本的な方策 3「健やかな体の育成」について、

所管課評価の説明をお願いします。 

（寺田課長） それでは、続きまして、基本的な方策 3「健やかな体の育成」に対

する所管課評価につきまして、主な内容をご報告させていただきま

す。 

まず、学校給食課についてでございますが、「学校給食の実施にあ

たっては、学校給食実施基準に基づき栄養バランスを考慮するととも

に、季節や行事などに合わせた給食献立、地域の食材を使用した給食

献立などを提供することにより、食育の生きた教材として活用してい

ます。また、給食の時間に学級担任等を通じて、正しい手洗い、配膳

方法、食器の並べ方、はしの使い方、食事のマナー等の指導のほか、

社交性及び協同の精神や環境資源への配慮などの指導を行っていま

す。 

また、令和元年度は特に市制 100 周年記念献立で、明石鯛を使った

特別献立を提供することで、児童生徒及び保護者等に、より明石のこ

とを知ってもらう契機とし、明石の食文化の継承や郷土愛の醸成に役
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立てることができました。 

学校給食における地産池消の推進につきましては、「食育の日」に

あわせ、毎月 19 日の付近に「食べよう兵庫の食材」として、兵庫県

産の食材をより多く取り入れた献立を提供する日を設定するほか、明

石産についても米や野菜などの農産品や、たこ・海苔などの水産品の

提供に努めています。 

食材の調達につきましては、年間を通じて、明石産・兵庫県産の食

材を安定的に確保することが段々と難しくなっていますが、今後と

も、生産者団体や市場関係者等とも協議を重ね、目標達成ができるよ

うに引き続き地産池消の推進に取り組んでいきます。」となっており

ます。 

次に、学校教育課では、「令和元年度は、小・中学校ともに「走る

力」を伸ばす取組を授業等で実践するとともに、課題である「投」を

中心とした実技講習会もあわせて実施しました。令和 2年度も「走・

跳・投」から引き続き、「走」「投」を中心とした取組を進めます。 

また、従来から実施していた「にこにこスポーツチャレンジ」を「フ

レンドリースポーツ」と改め、市内小学生を対象に多様な運動経験の

場の提供と学年・学校をこえて出会った仲間と運動する心地よさを体

験する「フレンドリースポーツ」を開催しました。令和 2年度も引き

続き、新体力テストの記録向上を目指し、体育担当者の研修会にて、

記録向上に向けた助言や、授業補助となるスタッフの配置を行い、総

合得点平均値が県平均を上回る記録を目指していきます。 

学校保健については、「がん教育の推進」が課題でありますことか

ら、令和元年度は、小学校での具体例をもとに「がん教育」に関する

講演会を実施し、実践的な知識の習得を行いました。令和２年度は外
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部指導者と連携しながら、どのように「がん教育」を実践するか、学

校保健会と教育委員会が連携して取組を進めていきます。」となって

おります。 

各所管課の評価は以上です。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） それでは、基本的な方策 3「健やかな体の育成」に対する所管課評

価を受けて、何か質問や意見はありませんか。 

（伊賀委員） 「がん教育」の話をする先生を紹介するので、是非、小学校で、そ

ういった機会をつくってくださいとお願いしましたが、いかがでしょ

うか。 

（金井課長） 「がん教育」の推進は非常に課題となっております。 

昨年度、2 回実施する予定だったのですが、コロナの関係で 2 回目

が実施できていない状況です。 

今後、ここのところが課題と考えておりますので、講演会等は、学

校保健会と検討している最中でございます。 

（伊賀委員） がんにより髪の毛が抜けるといったことがあり、いじめにもつなが

っていくことがあるので、子ども達に「がん教育」について知っても

らうことは必要だと感じております。 

（柏木委員） 学校給食で、地産地消はすごく大切だなと思っております。中学校

の給食では、昨年と比べ 10%ほど地産地消率が上がっているのですが、

要因を教えてください。 

また、小学校と比べると 0.8%の差があるのは、どういったところで

しょうか。 

（山下課長） 地産地消率が上昇した点ですが、まず、比較が平成 30 年度という

ことで、その年度は中学校給食が開始されたばかりで、まずは安定し

た給食の提供を目指すという中で、食材調達面におきましても、もち
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ろん地産地消を重要なテーマとして取り組んでいたところではあり

ますが、量等の安定的な調達を第一に考えてやってきたところではあ

りました。 

そういった一年を踏まえて、さらに、地場産の食材を使用、推進に

取り組んだ結果、こういった結果になりました。 

また、小学校と中学校の率の違いにつきましては、献立が違い、そ

の献立が使われる時期に、どの野菜が大量に調達できて、品質とコス

トのバランスを取ってといったことを行った結果、若干でございます

が差が出たということでございます。 

（川本委員） 環境問題まで書いていただいておりますが、インフルエンザ等の感

染症が流行ったり、災害等で学級閉鎖になったりしたときの給食の材

料の行方を教えてください。 

（山下課長） 突発的な給食中止にもいろいろなケースがございまして、例えば、

台風の場合は、止められるところは止めて、返せるところは返す。ど

うしても調理が進んでしまっている場合や、日持ちがしないものであ

れば、廃棄します。あとは、リサイクル等、肥料や飼料化についても

考えられますが、そういったものを扱っている業者が県下で少なかっ

たりしますし、コストアップにもつながったりしますので、そのあた

りは、今後も研究しながら進めてまいりたいと思っております。 

（川本委員） 転売する等、その日の調理員さんの動きが可能であればですが、い

ろいろなことを考えていただけたらと思います。 

（栗岡委員） 先ほどの発言と近いのですが、学校教育課について、単に「実施し

た」ではなく、「実施して、このような成果や課題があった」といっ

た記述があると、非常に分かりやすいと思います。 

（金井課長） 検討させていただきます。 
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（寺田課長） 7 月には、ヒアリングでのご意見等を踏まえ、点検・評価の内容を

改めてご提示させていただきます。 

学校教育課のみならず、他の部分についても、そういった記述にな

るように努めてまいりたいと考えております。 

（清重教育長） それでは、続いて基本的な方策 4「安全・安心の学習環境」につい

て、所管課評価の説明をお願いします。 

（寺田課長） それでは、「基本的な方策 4 安全・安心の学習環境」に対する所管

課評価につきまして、主な内容をご報告させていただきます。 

まず、総務課についてでございますが、「令和元年度は、小・中学

校の規模の適正化について、通学区域審議会を 1回開催し、各小・中

学校区の現況を報告するとともに、保有教室超過等への対応について

も別途報告しました。 

また、経済的理由により就学に困難が生じている世帯に対し、就学

援助の実施や奨学金の貸与を通じて、児童生徒の学習機会の保障に努

めました。なお、就学援助につきましては、昨年度、「卒業アルバム

代」を就学援助費目に新たに追加しました。 

令和 2年度以降につきましても、各小・中学校区における児童生徒

数の動向を注視するとともに、保護者負担のあり方を検討するなど、

児童生徒の良好な教育環境の確保に努めてまいります。」 

次に、学校管理課では、「令和元年度は、16 小学校の特別教室への

空調設備設置、小学校 1校・中学校１校へのエレベーター設置及び小

学校 2校・中学校 1校のトイレ改修工事に着手し、この 5月に完了を

予定しています。 

また、学校園の美化・緑化の推進については、各学校園で清掃・修

繕・芝生管理等の取組が行われました。 
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学校へのパソコン配備については、小学校教育用、中学校校務用の

更新を行いました。また、その他のパソコンについては、WINDOWS10

への更新を行いました。今後、国が進める GIGA スクール構想に基づ

き、順次整備を図ってまいります。」となっております。 

次に、児童生徒支援課では、「いじめ防止については、今後も啓発

事業等の取組を継続して実施するとともに、通常のいじめの早期発

見、早期対応のための学校支援に加え、専門家の協力を得ながらネッ

ト見守り活動を実施することで、インターネット上でのトラブルやい

じめについても適切に対応が行えるよう支援に努めてまいります。 

不登校対策については、市費スクールカウンセラーや中学校生徒指

導相談員の配置、また「A－TASS」システムの運用等の取組を継続し

て行ってきた結果、令和元年度の中学校不登校出現率は平成 30 年度

よりやや改善しましたが、依然として高い数値となっています。今後、

より迅速に、かつ効率的に早期対応が行えるよう、取組内容の改善を

図り、不登校対策の充実に努めてまいります。 

また、相談事業については、年間 949 件と高い水準で推移している

ことから、一定の役割を果たしていると考えられます。 

スクールソーシャルワーカーへの相談件数についても、令和元年度

は 2,188 件と大きく増加しましたが、全中学校区に配置したことによ

るものと考えており、今年度以降も同程度もしくはそれ以上の相談件

数が見込まれます。 

今後は、スクールソーシャルワーカーの人材確保、資質向上に努め、

相談によって問題が解決または好転した事案の数を増やすべく取組

を進めてまいります。さらに、児童相談所との具体的な連携の方法に

ついて学校と情報を共有するなど、なお一層の連携の強化に努めてま
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いります。」となっております。 

最後に、こども育成室では、「平成 30 年度に引き続いて、幼稚園、

こども園の保育室、預かり保育室、絵本室等へエアコンを設置し、教

育・保育環境の改善を進めました。 

トイレの改修については、二見北幼稚園で改修工事を実施しまし

た。和式便器を洋式化し、床面及び廊下手洗いの改修を行い、衛生環

境の改善・向上を図りました。今後も順次改修を進めてまいります。

美化・緑化の推進については、幼稚園、こども園において、園児、

教職員、保護者、地域の人々が協力して、施設の美化・緑化に努めま

した。今後も引き続き推進してまいります。」となっております。 

各所管課の評価は以上です。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長）  それでは、基本的な方策 4「安全・安心の学習環境」に対する所管

課評価を受けて、何か質問や意見はありませんか。 

（伊賀委員）  児童生徒支援課の「A－TASS（明石登校アゲインサポートシステム）」

について、詳しく教えてください。 

（森本課長）  児童生徒が欠席した場合、まず 1 日目に電話連絡をします。2 日目

には家庭訪問をし、子どもの状況を見て、連続 3日目には、当課にフ

ァックスを送信、断続で 7日に達したときも、同じようにファックス

を送信してもらい、その子どもの情報を学校内で共有して、欠席に対

して敏感になり、早期対応を図っていくということを目的として作っ

たシステムになります。 

（伊賀委員）  学校管理課で、国が進める GIGA スクールとありますが、教員にも、

コンピュータに強い人弱い人がいると思います。教員対象の教育はあ

るのでしょうか。 

（廣岡次長）  具体的に教育があるわけではないのですが、GIGA スクールによっ
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て、子ども一人一台の端末整備を行う中で、教員もそのシステムを最

適に使用し、様々な提示ができるような研修を行っていきたいと考え

ております。 

（川本委員）  国では、9 月入学の話が出ておりますが、通常より多くの子どもが

入学してきた場合、余裕教室はあるのでしょうか。 

（北條局長）  まず、学校によって差があります。 

 児童が増えてきております沢池小学校は、すでに足らなくなりそう

なので、新たにプレハブ、あるいは別の教室を増築していこうとして

おりますし、山手小学校もすでに多い状態です。 

 そんな中で、新たに、国がそういった施策に取り組むとなれば、物

理的にも、対応策が必要になると思います。 

（清重教育長）  本日の点検・評価は以上となります。 

本日いただいたご意見を事務局にてまとめていただき、後日、教育

委員会議にて評価結果の協議を行う際に内容を確認します。 

以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第 9回定例会を終了いたします。 

 （１５：４０ 閉会）

 


